
第４次中野市子ども読書活動推進計画基本方針（案） 

 

第１ 計画策定の趣旨 

  この計画は、「子ども読書活動の推進に関する法律（平成13年法律第154号）」第９条第２項の規 

定に基づき、平成28年３月に策定した「第３次中野市子ども読書活動推進計画」の取組の成果や課 

題を踏まえ、中野市の基本的な施策を示すとともに、中野市の学校や読書活動ボランティアをはじめ

とする民間団体等による子どもの読書活動を推進するための指針として、定めるものです。 

 

第２ 計画の期間 

  令和９年度から８年間 

 （ただし、社会情勢の変化等により変更が必要な場合には、計画を見直すものとする。） 

 

第３ 計画の目的 

  第３次中野市子ども読書活動推進計画（以下、「第３次推進計画」という。）は、中野市のすべての 

子どもが、あらゆる機会や場所において、自主的に読書活動に親しむことができるよう、市民と市が 

協働して、子どもの読書活動の定着を図ることを目的としています。 

第４次中野市子ども読書活動推進計画（以下、「第４次推進計画」という。）では、第３次推進計画 

における、家庭・地域、幼稚園・保育所、学校、図書館等が行う子どもの読書推進活動の成果や課題 

を踏まえ、更なる子どもの読書活動の定着を実現するため、必要な事項を総合的に推進する施策を展 

開していくことを目的に策定を行います。 

 

第４ 目指す子どもの姿と計画の目標  

     

          

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 上位計画との関連 

   

第４次中野市子ども読書活動推進計画は、本市の最上位計画である「第３次中野市総合計画」や「中 

野市教育大綱」と整合性を図ります。  

・本に対する興味関心を

もち、読書活動ができる

子ども 

・ 自分をとりまく世界との

つながりの大切さを感じる

ことができる子ども 

・ 学ぶことや知る 

ことの喜びを知ること

ができる子ども 

計画の目標 

①子どもの成長に合わせ

た読書スペースや蔵書の

整備、充実 

めざす子どもの姿 

②子どもの読書を支える

人たちの更なる充実と育

成 

【基本理念】 「子どもたち自ら本に親しみ、豊かな心と生きる力を育むために」 

③家庭、・地域、幼稚園・保育所、

学校、図書館が特性を活かして

深める子ども読書活動の推進 

資料３ 


